
第2部第3章

第3章豊王権(佃説)

1 用明天皇

(1) r日本書紀』の用明天皇
『日本書紀Jは用明天皇について次のように記す。

(欽明)二年 (541年)三月、五妃を納(いれ)る。(中略)次に蘇我大臣稲

目宿禰の女を堅塩媛という。七男六女を生む。其のーを大兄皇子という。是

を橘豊日尊(用明天皇) と為す。其の二を磐隈皇女という。初め伊勢大神に

侍(っか)へ記る。後に皇子茨城に好されたるに座(よ)り解けぬ。其の三

を蝋明烏(あとり)皇子という。其の四を豊御食炊屋姫尊(推古天皇)とい

う。 r日本書紀』

「用明天皇jは「欽明天皇Jと蘇我稲目の娘「堅塩媛」の聞に生まれている。
「用明天皇」と「推古天皇」は兄妹である。

(2)用明天皇の即位

1585年8月Jに敏達天皇が崩御する。

(敏達)十四年 (585年)八月、 I亭中倉太珠敷天皇(敏達天皇)、崩ず。九月、
天皇、天皇位に即く 。磐余に宮をつくる。名付けて池辺の双槻宮(なみつき

のみや)という。 r日本書紀J

口 1585年9月jに「用明天皇」 は即位する。

・用明天皇の宮は「磐余」の「池辺の双槻宮」である 0

・ 「豊王権」と呼ぶことにする(後述)。

(3)用明天皇の在位

1587年4月」に用明天皇は崩御する。

(用明)二年 (587年)四月、 天皇、大殿に崩ず。 『日本書紀』

口用明天皇の在位

・ 1585年9月Jに即位
・ 1587年4月」に崩御

・用明天皇の在位は 1585年9月-587年4月」の二年間である。
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『古事記』も次のように記す。

橘豊日命、池辺宮に座して天下を治めること参歳なり。この天皇、(蘇我)

稲目宿禰大臣の女、意富芸多志比売(おおぎたしひめ)を安り、御子多米王

を生む。(中略)

此の天皇 (丁未年四月十五日崩)、御陵は石寸(いわれ)の披上(いけのうえ)

に在り。後に科長の中陵に遷すなり。 r古事記J

[古事記』には用明天皇の崩年干支がある。

「丁未年 (587年)四月十五日崩」である。 『日本書紀Jと一致する。
「池辺宮に座して天下を治めること参歳 (3年)なり」とある。「足かけ三年」である。

2 I欽明天皇」への疑問
(1)父「欽明天皇」の都

用明天皇の父は「欽明天皇」である。「欽明天皇」は大和の天皇である。

(欽明)元年 (540年)七月、都を倭国の磯城郡磯城嶋に選す。1Jjりて号し

て磯城嶋金刺宮と為す。 r日本書紀J

欽明天皇の都は「大和の磯城郡磯城嶋」である。

口欽明天皇は大和の天皇である。

(2)欽明天皇の重臣

『日本書紀』は欽明天皇の重臣を次のように記す。

大伴金村大連・物部尾輿大連を大連と為し、及び蘇我稲目宿禰大臣を大臣と

為す、並びに故の如し。 r日本書紀』

「大伴金村大連・物部尾輿大連・蘇我稲目Jは「阿毎王権」の重臣である。北部九
州の人物である。「物部尾輿」は物部氏の「十三世」であり、「阿毎王権(倭国)Jを

樹立した「初代天皇」である。「欽明天皇」の重臣になるはずがない。

口欽明天皇の重臣はすべて「阿毎王権」の「天皇jや重臣ばかりである。

・ 『日本書紀』は「阿毎王権」の「天皇」まで「欽明天皇」の重臣にしているO

・「用明天皇」の父は「欽明天皇jではない。

(3) I堅塩媛」は「欽明天皇」の妃ではない
用明天皇の母は「蘇我大臣稲目宿禰の娘堅塩媛」である。「欽明天皇」の妃である
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という。

しかし 1556年Jに蘇我稲日は阿毎王権の天皇の命令により、大和の高市郡に屯倉
を設置している(前述)01大和の高市郡」は「阿毎王権」の支配下に入る。
それよりも 110年Jも前に「蘇我稲田jは娘を「大和の欽明天皇Jに嫁がせている
ことになる。辻棲が合わなL、。

0用明天皇の父は「北部九州」の人物であろう。
・ 『日本書紀』はその人物を抹消して、「大和の天皇(欽明天皇)Jを用明天皇の

父に担造している。

口「用明天皇」の父は「欽明天皇」ではない。

・ 『日本書紀Jは「用明天皇」を大和の天皇にするために父を「欽明天皇」に握
造している。

3 用明天皇の本拠地
(1)用明天皇の年号

「阿毎王権」の年号は次のようになっている。

0阿毎王権の年号

-貴楽 552年~569年

-金光 570年~575年

-賢棲 576年~580年

-鏡常 581年~584年

-勝照 585年~588年

-政端 589年~593年

-告貴 594年~600年

. r，~j[転 601年~604年

-光元 605年~61O年

『襲国偽傍考』の「勝照J年号の説明文に「和重」年号が出てくる。

-勝照

用明帝之時、和重二年に終わるO 『襲国偽倦考』

「和重J年号は「用明天皇」の年号である。
用明天皇の即位は 1586年」である。「和重二年に終わる」とあるから「和重」年号

は 1586年~587年」である 。

「和重」年号は「九州年号」である 。 「阿毎王権j の「勝照 (585年~588年)J と並
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存しているO

口用明天皇は北部九州に新王権を樹立する。

・北部九州には「阿毎王権」が存在する。

・用明天皇の「新王権(豊王権)Jは「阿毎王権」と並存する。

(2) 1磐余J

用明天皇の宮は「磐余」の「池辺の双槻宮(なみつきのみや)Jである。

「磐余」は北部九州の何処にあるのだろうか。

『新撰姓氏録Jに「阿智王Jの記録がある。

姓氏録第二十三巻に日く、阿智王

誉回天皇の御世、本国の乱を避け、母並びに妻子、同母弟迂興徳、七姓の漢

人等を率いて帰化する。(中略)天皇、その来たる志を持(あわれ)み、阿

智王を号して使主と為す。のりて大和国桧隈郡郷を賜り、之に居す。時に阿

智使主、奏して言う、臣、入朝の時、本郷の人民は往きて離散す。今聞く、

遍(あまね)く高麗 ・百済 ・新羅等の国に在りと。望むらくは使いを遣わし、

喚び来るを請う。天皇、即ち使いを遣わし之を喚ぶ。

大鰐鵡天皇の御世、落(村落)を挙げて随い来る。今の高向村主 ・西波多村

主・平方村主 ・石村村主 ・飽波村主 ・危寸村主・長野村主 ・{卑加村主 ・茅沼

山村-主・高宮村主 ・大石村主 ・飛鳥村主 ・西大友村主 ・長田村主・錦部村主 ・

田村村主・忍i毎村・主 ・佐味村主・桑原村主 ・白鳥村主 ・額田村主・牟佐村主 ・

甲賀村主・鞍作村主 ・播磨村主・漢人村主・今来村主・石寸村主・金作村主・

尾張吹角村主等、是其の後なり。 r新撰姓氏録J逸文

阿智王は「本国(中国)の乱を避け」て日本へ来る。「大和国桧隈郡郷を賜り」と

ある。しかしこれは誤りである。大和に「桧隈郡Jは存在しない。「桧隈Jは肥前で
ある (54号、古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家.1)。

阿智王は中国から朝鮮半島(高麗 ・百済 ・新羅)へ逃げている人々を喚び寄せる。

人々は肥前に来て住む。130人の村主(村長)Jが出来る。その中に「石す(いわれ)

村主(すぐり)Jが居る。「石す(いわれ)Jは「磐余 (いわれ)Jであろう。「石す(磐

余)Jは「肥前」にある。

用明天皇の「磐余の池辺の双槻宮」も肥前にあるのではないだろうか。

(3)身狭村主青と「磐余」

1464年」に身狭村主青は「倭王権」の命令により、呉(宋王朝)へ派遣される。

(雄略)八年 (464年)、身狭村主青 ・檎限民使博徳を呉国に使わす。
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『日本書紀』

「身狭(むさ)村主」は「牟佐(むさ)村主」であろう。130人の村主(村長)Jの
一人である。肥前に住んでいる。「身狭村主青」はその子孫であろう。

身狭村主青が帰国したときに「磐余」が出てくる。

(雄略)十年 (466年)九月、身狭村主青等、呉の献じた二つの鵡(がちょう)

をもって筑紫に到る。是の鵡は水間君の犬に噛まれて死ぬ。(別本に云う、

是の鵡は筑紫の嶺牒主泥麻呂の犬の為に噛まれて死ぬという。)是により水

間君、恐怖し、憂愁して自ら黙することあたわず。鴻十隻と養鳥人を献じ、

以て罪を蹟うことを請う。天皇、許したまう。

冬十月、水間君が献じた養鳥人等を以て軽村・磐余村の二所に安置す。

『日本書紀』

1466年Jであるから「倭王興」の時代である (54号、 62号)。身狭村主青等は呉が
献じたこ羽の鵡(がちょう)をもって「倭王興Jの待つ筑後に帰ってくる。筑後の「水
間(三瀦)Jに上陸している。
ところが水間君(三瀦)の犬に鵡は噛まれて死ぬ。水間君は罪を購うために鴻十隻

と養鳥人を献じる。「養鳥人等を以て軽村 ・磐余村の二所に安置すJとある。
「軽村J1磐余村'Jは筑後か肥前にある。

(4)熊襲征伐ルートと「磐余」

『日本書紀』の「神功紀」の記述は順序が間違っている。I(神功)元年」に I(仲哀)

天皇の喪を収めて海路より京へ向かう」とあるO しかしこれは 1372年以降」に武内

宿禰に追われて近畿地方へ逃げた時のことである。

「神功紀Jを復元すると次のようになる。

0復元された「神功紀」
・ 1362年6月」に仲哀天皇は熊襲との戦いで戦死する 0

・神功皇后は熊襲征伐へ向かう。

・仲哀天皇を(河内国)長野陵に葬す0

・磐余に都する。これを若桜宮という 0

・ 1364年Jに貴国を樹立する。

「仲哀天皇」 を埋葬した「長野」は「佐賀県三養基郡基山町長野」であろう。

「磐余の若桜宮」は「鳥栖市神辺(こうのえ)町」であろう (65号)。

口「磐余」は「鳥柄市神辺町」にある。
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-用明天皇の「磐余の池辺の双槻宮」は「鳥栖市萱方町jに在る 0

・神功皇后の「磐余の若桜宮」は「鳥栖市神辺町」に在った。

・阿智使主の「石寸(磐余)村主Jも「鳥栖市神辺町」に居たのであろう。

4 用明天皇の殺害
(1)穴穂部皇子の乱

『日本書紀』に「穴穂部皇子の乱」といえる事件がある。

. (敏達)十四年 (585年)八月、 天皇、病により大殿に崩ず。是の時、演

宮を広瀬に起つ。(中略)穴穂部皇子、天下を取らむとす。発憤して称して

日く、「何故、死んだ王の庭(朝廷)に事えて、生きている王の所に事えな

いのか」という。

・ (用明)元年 (586年)五月、穴穂部皇子、炊屋姫皇后を姦さむとして旗

宮に入る。三輪君逆、兵を集めて防ぐ。(中略)穴穂部皇子、陰に天下に王

たらむことを謀りて、口に詐(いつわ)りて逆君を殺さむとす。

・ (或る本に云う、穴穂部皇子、自ら行きて射殺すという。) r日本書紀』

「穴穂部皇子」は逆君を殺すと偽って「用明天皇」を射殺している。

穴穂部皇子は「天下に王たらむJとして「用明天皇」を殺している。反逆である。

(2)用明天皇と蘇我馬子

「穴穂部皇子の乱」は I(用明)元年 (586年)五月」である。穴穂部皇子は 1586年

5月」に用明天皇を殺害している。

ところが「用明天皇」 の死去は 1587年」である。『日本書紀』も 『古事記』 も用明

天皇の崩年は 1587年4月」で一致している。

. (用明)二年 (587年)四月九日、天皇、大殿に崩ず。

七月、磐余の池上陵に葬す。

・用明天皇の崩年 丁未年 (587年)四月十五日崩

「穴穂部皇子の乱」は 1587年4月」である。

『日本書紀』

『古事記』

「二ヶ月後」の 1587年6月」に「穴穂部皇子Jは蘇我馬子に殺される。

(崇峻)即位前紀 (587年)六月、蘇我馬子等、炊屋媛尊を奉り て佐伯連丹

経手・土師連磐村 ・的臣真噛を詔して日く、「汝等、兵を厳かにして速やか

に往きて穴穂部皇子と宅部皇子を抹殺せよ」という。 r日本書紀』

穴穂部皇子は蘇我馬子によって殺される。
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(3)用明天皇と穴穂部皇子

「用明天皇」と「穴穂部皇子」は兄弟であるという。

(用明)二年 (587年)六月、大臣馬子宿禰。奉炊屋姫命。遣佐伯連等率兵。

訴殺穴太部、宅部皇子。此二皇子用明天皇之二兄弟也。然呪誼天皇。厭魅大

臣。故及子死実。 r扶桑略記』

「穴太部(穴穂部皇子)と宅部皇子の此の二皇子は用明天皇の二兄弟なりJとある。
穴穂部皇子は兄の用明天皇を殺して王位に即(つ)こうとした。そのため蘇我馬子に

よって抹殺された。

これが「穴穂部皇子の乱」の真相である。

5 用明天皇の系譜
(1)用明天皇の長子

用明天皇の長子は「多米王」である。

橘豊日命、池辺宮に座して天下を治めること参歳なり。この天皇、(蘇我)

稲目宿禰大臣の女、意富芸多志比売(おおぎたしひめ)を安り、御子多米王

を生む。(中略)此の天皇(丁未年四月十五日崩)、御陵は石す(いわれ)の

披上(いけのうえ)に在り。後に科長の中陵に遷すなり。 r古事記J

「橘豊日命(用明天皇)Jの長子「多米王」は「御子Jとある。「御子」は天皇の子
である。また「多米王」とある。「王位」に即いているのであろう。

(2)二人の「豊日天皇」

用明天皇の正式な名前は「橘豊日天皇」である。名前に「豊日Jが付いている。「豊
日Jが付く天皇がもう一入居る。

(孝徳)即位前紀、天高豊日天皇(孝徳天皇)は天豊財重日足姫天皇(皇極

天皇)の同母弟なり。 r日本書紀』

「孝徳天皇」は「天寓豊日天皇」である。「豊日」が付いている。「豊日」が付く天

皇は「用明天皇jと「孝徳天皇Jの二人だけである。二人は関係があるのではないだ
ろうか。

「孝徳天皇」 について 『日本書紀』は「皇極天皇」と姉弟(同母弟)であると記す。

(皇極)即位前紀、天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)は淳中倉太珠敷天皇(敏

達天皇)の曽孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅停王の女なり。母は吉備姫王と
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し、つ。 『日本書紀』

しかし「敏達天皇(敏達(阿毎)、十四世大市御狩連公)Jや「押坂彦人皇子(十五

世物部大人連公)Jは「阿毎王権Jの天皇である。

「皇極天皇」は「宝皇女」であり、「上宮王家」である(後述)。

『日本書紀』は「皇極天皇の系譜」も「孝徳天皇の系譜Jも偽っている。

(3) 1豊」の付く天皇や皇子
o 1豊」の付く天皇および皇子
・橘豊日天皇 ……用明天皇

・豊御食炊屋姫天皇 ……推古天皇

・豊耳聴聖徳 ……厩戸皇子

・天豊財重日足姫天皇……皇極天皇(宝皇女)

-天寓豊日天皇 -・・・・・孝徳天皇

-天豊財重日足姫天皇……斉明天皇(宝皇女)

「厩戸皇子(上宮皇子)J と「宝皇女(皇極天皇、斉明天皇)Jは「上宮王家」であ

る(後述)。

「用明天皇J1推古天皇J1孝徳天皇」には「豊Jの字が付いている。
『日本書紀』は「回目皇子(多米王)Jについて次のように記す。

(用明)元年 (586年)正月、蘇我大臣稲日宿禰の女石寸名を立てて績と為す。

是田目皇子を生む。(更の名は豊浦皇子) r日本書紀』

用明天皇の長子「回目皇子(多米王)Jにも「豊」が付いている。

6 推古天皇
(1)推古天皇の即位

1591年」に「上官法皇」は「阿毎王権Jから独立して「肥前の飛鳥」に「上宮王権j
を樹立する(後述)。

1592年」に「推古天皇」 は即位する。

(推古)即位前紀 (592年)十二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位に即く 。

『日本書紀J

兄の「用明天皇jは 1585年9月」に「阿毎王権」から独立して「豊王権」を樹立

する。しかし 1587年jに兄弟に殺害される。「王権」は中断されたままである。

1591年」に「上宮王権」が樹立する。

PLO 
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「推古天皇jはこれを見て急逮「豊王権Jを再興することを決心する。「豊浦宮」で
即位する。

「豊浦宮」は肥前の三根郡葛木の「豊浦」である(後述)。

(注)1587年Jに用明天皇が殺害された時、妹の「推古天皇」は三根郡葛木の「豊浦」
へ逃げたので、はないだろうか。そのとき長子「多米王(豊浦皇子)Jを引き取

り「豊浦」で養育したのであろう。

『襲国偽借考Jに「始突J年号が出てくる。「始突J年号は他の王権とは繋がらない。

口1592年Jに「推古天皇Jは「豊浦宮」で即位する。
・兄「用明天皇」が樹立した「豊王権」を再興する 0

・「始央」年号は「推古天皇」の年号であろう。

(2) 1豊王権」
1587年」に「用明天皇」 は殺害される。年齢は不明である。しかし「王権」を樹立

している。殺害される 1587年」には 130才」にはなっているであろう。

「孝徳天皇」 には「用明天皇」と同じ「豊日」が付いている。「用明天皇」の子孫で

あろう。「孝徳天皇」が崩御するのは 1654年Jである。「用明天皇」が死去して 167年J
後である 。 一世代を 123年~25年J とすると 12.5世代」の年月である 。 「孝徳天皇」

は「用明天皇Jの孫であろう。そのため同じ「豊日」を付けているのであろう。
「多米王Jは「豊浦皇子Jとも呼ばれている。「推古天皇Jは「豊浦jに住んでいた。
「多米王Jは父「用明天皇」が殺害された時、幼少だ、ったので「用明天皇jの妹「推
古天皇jがヲ|き取り、「豊浦」で養育している。そのため「豊浦皇子」と呼ばれたの

であろう。

「豊王権」の系図は次のようになる。

図41 豊主権の系図

(65号 p209)

(3)推古天皇と小墾田

1603年jに「推古天皇」は小墾田へ移る。

(推古)十一年 (603年)十月、小墾田宮に遷る。 『日本書紀』

「推古天皇jは「蘇我馬子Jと土地を交換する。

推古天皇の御世に到り、大臣馬子宿禰に勅して日く、「吾が都葛城豊浦宮の

処と汝の小治田の建興寺の地を互いに代えしめん」となり。馬子、勅命に随
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い、諸司は建興寺を段し、豊浦宮を小治田の仏地に遷さしむ。号して豊浦の

小治田宮という。

亦、建興寺を豊浦宮の地に造作す。名を改め元興寺という。亦豊浦寺という。

『和州五郡神社神名帳大略註解巻四補閥J

「小墾田Jは「鳥栖市山浦町」にある。兄「用明天皇Jの宮「鳥栖市萱方町Jに近い。
「蘇我氏」は「豊浦」に移り、「蘇我馬子」の子(蘇我蝦夷)は「豊浦大臣」と呼ば

れる。

7 豊王権と磯長
(1)孝徳天皇と磯長陵

1645年6月」に「乙巳の変」が起きる。112月」に孝徳天皇は難波へ移る。

(孝徳)大化元年 (645年)十二月、天皇、都を難波長柄豊碕に選す。

『日本書紀J

「難波長柄豊碕宮(宮殿)Jが完成するのは 1651年Jである。

(孝徳)白雑二年 (651年)十二月、天皇、大郡より遷り新宮に居す。号し

て難波長柄豊碕宮という。 r日本書紀』

「難波長柄豊碕宮」は大阪市東区法円坂にある「前期難波宮Jである。
1654年Jに「孝徳天皇Jは崩御する。

(孝徳)白雑五年 (654年)十月、天皇、正寝(正殿)に崩ず。

十二月、大阪磯長陵に葬す。 r日本書紀』

1654年jに「孝徳天皇Jは「大阪磯長陵」に埋葬される。

(2)用明天皇・推古天皇の改葬

「推古天皇」は「大野の丘」に埋葬されて、後に「科長の大陵」に改葬される。

-豊御食炊屋比責命(推古天皇)。御陵は大野の岡の上に在り。後に科長の

大陵に選す。 r古事記』
・ (推古)元年 (593年)、橘豊日天皇(用明)を河内磯長陵に改葬す。

『日本書紀』

「大野の丘」は鳥栖市にある「朝日山」である (65号)01小墾田」に近い。

-167-
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「推古天皇」は「大野の岡の上(朝日山の頂上)Jに埋葬される。

「用明天皇」は「科長の中陵」に改葬される。

此の天皇(丁未年四月十五日崩)、御陵は石す(いわれ)の披上(いけのうえ)

に在り。後に科長の中陵に遺すなり。 r古事記J

図42 磯長奇古墳群

(65号 p223) 

「図42Jの 111番」が「推古天皇」の陵であろう。116番Jが「用明天皇」の陵であ
ろう。

115番(二子塚)Jは孝徳天皇の「父(多米王)Jと「母Jの陵であろう。「多米王J

は用明天皇の子であるから 116番(用明天皇陵)Jの隣に墓を造っている。

問題は「孝徳天皇」 の陵である。歴史学者や考古学者は 119番jを「孝徳天皇J陵
にしている。しかし「豊王権」の陵はすべて「方墳」である。「豊王権」の墓を肥前

から磯長へ改葬した「孝徳天皇」の墓が「円墳」ということになる。あり得ない比定

である。

また「上宮王権」の「聖徳太子」の墓を 18番(聖徳太子墓)Jに比定している。

しかし「聖徳太子」は「斑鳩王Jであり、磯長に埋葬されるはずがない。
18番(叡福寺北古墳)Jは「孝徳天皇」の陵であろう。(65号)

口 「叡福寺北古墳」は「孝徳天皇Jの墓である。
・聖徳太子の墓ではない。

0用明天皇・孝徳天皇の系図

用明天皇(橘豊日)

回目皇子(多米玉、豊浦息子)

孝徳天皇(天高豊口)

推古天皇(豊御食炊屋)

図41 豊王権の系図
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図42 磯長奇古墳群

( 1 御嶺山古墳、 2 九流谷円筒棺群、 3 九流谷古墳、 4 吉田山古墳(消滅)、

5 皇子塚古墳、 6 敏達陵古墳、 7 太平塚古墳、 8 聖徳太子墓、 9 伝蘇我馬

子塚、 10 小学校裏山の石棺、 11 用明陵古墳、 12 北・天皇塚古墳、南・豊岩古墳、

東南 ・五ヱ衛門石、 13 北・モンド神塚古墳、中央・釜戸塚古墳、南・石塚古墳、東・

越前塚古墳、 14 小原 1・2号墳、 15 二子塚古墳、 16 推古陵古墳、 17 東・伝石

川麿墓、西・松井塚古墳、 18 茶臼山古墳、 19 孝徳陵古墳、 20 伝小野妹子墓、 21

消滅古墳、22 -須賀古墳群)


